
犯罪被害者に支援の手を！

「税を考える週間」税についての習字、作文などの入賞作品の展示について

男の料理教室のお知らせ

　犯罪は、何の前触れもなく、ある日突然襲ってきます。
　被害者にとって「自分の気持ちを分かってくれる人が近くにいる」ことが大きな支えとなり、「身
近な人の優しさや温かい心配り」が何よりも心の支えとなります。
　被害者の声に耳を傾け、「私たちにできること」や「命の大切さ」について考えることから始め
ませんか？

展示期間および場所
１．アクアウォーク大垣　11月６日（水）午後 ～ 13 日（水）午前
２．イオンタウン大垣　　11月 13日（水）午後 ～ 20 日（水）午前
展示物（大垣税務署管内の入賞者のみ）
１．小学生の「税に関する習字」
　【主催】東海納税貯蓄組合連合会
２．中学生の「税についての作文」
　【主催】国税庁、全国納税貯蓄組合連合会
３．税に関する絵はがきコンクール
　【主催】一般社団法人　大垣法人会

　料理初心者でも簡単・安心の男の料理教室を開催します。旬の食材を使い、食べること、作ることを楽しみながら料理
体験してみましょう。

【対　象】　町内在住の男性
【日　時】　11月 22日（金）９時 30分～ 13時
【場　所】　町中央公民館
【内　容】　健康講話と調理実習
【定　員】　20人
【持ち物】　エプロン、三角巾、ふきん
【参加費】　１人 300 円（当日集金します）
【申　込】　申込フォーム（ＱＲコード）または電話でお申し込みください。
　　　　　申込期限：11月 14日 ( 木 )17 時

特定健診を受けて、生活習慣病の予防・改善に努めることが「健康寿命」を延ばします

養老警察署　☎34-0110

大垣税務署　☎78-4101

町保健センター　☎32-9025

犯罪被害者週間　11月25日～ 12月１日

岐阜県警察　犯罪被害者相談室 ※相談時間　平日８時 30分～ 17時 15分
0120-878-783　携帯からは 058-277-3783

性犯罪被害者相談電話（ハートさん）※相談時間　24時間
#8103 つながらない時は 0120-72-8103 または 058-273-6503
　犯罪被害にあった人に寄り添い、突然襲ってきた悲しみなど誰にも話せない相談に応じています。一人
で悩まず、まずはご相談ください。
　※相談窓口では、
　〇被害の届け出を迷っている段階でも相談ができます　〇匿名で相談ができます
　〇年齢・性別にかかわらず相談ができます　　　　　　〇相談者の秘密は守られます
　〇相談対応は可能な限り相談者の希望する性別の職員が対応します

令和６年度男の料理教室
申込フォーム

改善したら
放置したら

健康で快適な生活へ。
自分らしくいきいきとした生活へ
つながる。

生活習慣病が重症化へ。
寝たきりや命に関わる病気を招く
ことも。
重症化すれば、家族や家計の負担
も大きくなる。

健診結果

特定健診結果の見方・活かし方　 ③つのステップ
ステップ① 健診結果を確認
　自分の健診結果と、検査項目の基準値や昨年度の自分の検査結果を見比べてみましょう。
　基準値から外れている、昨年度と比べて数値が悪化しているということはありませんか？
　要医療の場合は、早期に病院受診しましょう。
　要注意の場合は、「放置すると悪化して病気になる可能性がある」という判定です。
ステップ② 生活習慣の見直し、改善
　特定健康診査の結果、メタボリックシンドロームに該当し、生活習慣の改善が必要と判定された人へ『特定保健
指導（ヘルスサポート（保健師や管理栄養士による保健指導））』の案内を送付しています。 
　基準値から外れている項目や、もう少しで外れそうな項目があったら、保健師や管理栄養士と一緒に自分の食生
活や運動習慣を振り返ってみましょう。
　生活習慣の改善によって病気の発症予防や重症化予防の効果が高まります。

<ワンポイントアドバイス>

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

ステップ③ 毎年必ず健診を受け、健康づくりを続ける

健康相談のご案内
　町保健センターでは、毎月第１月曜日（10時～ 11時 30分）に保健師と管理栄養士による健康相談を実施しています。
健康に関する相談や健診後の結果の見方など、健康・栄養に関する相談を受け付けています。
　事前予約は不要ですので、ぜひお気軽にご利用ください。

【運動】
日常生活の歩く機会を増や
しましょう。運動効果を上
げるには「有酸素運動」と「筋
力トレーニング」を組み合
わせると効果的です。

【食事】
悪い食習慣を見直し、メタ
ボにならない食習慣を取り
入れましょう。
ポイント
・１日３食バランスよく
・腹八分目
・寝る２時間前は食べない
・よくかんで食べる

【お酒、たばこ】
お酒の飲み過ぎは肥満や肝
機能障害の原因となります。
飲酒量を減らし、休肝日を
つくりましょう。喫煙者は、
自力での禁煙、医療機関で
の禁煙外来利用を考えてみ
ましょう。

町保健センター　☎32-9025
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